
 

国・県基準と促進区域の関係について 
 

 

この専門委員会で定める基準は、地球温暖化対策推進法第 21条第６項に規定する国

の基準に即して設定する都道府県が定める基準である。 
 

 

（１）国の環境保全に係る基準の設定 
 

国は、環境保全上の支障を及ぼすおそれがないものとして定める省令によって、全

国のいずれの市町村も共通して遵守すべき基準を定めている。 

 

（２）県の環境保全に係る基準の設定 
 

県は、国の基準を踏まえ、地域の自然的社会的条件に応じた環境保全に配慮して、

県内の市町村が共通して遵守すべき基準を定めることとされている。 

 

（３）市町村の促進区域・地域の環境保全のための取組等の設定 
 

市町村は、自ら定める再エネ導入目標を念頭に置き、国・県の基準に基づき、環境

保全の観点に加えて社会的配慮の観点も配慮しながら促進区域等を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 

 

 
 

左記以外の区域 

除外する 

区域 
 

法に基づく

国立／国定

公園の特別

保護地区な

ど 

除外する 

区域 
 
条例に基

づく自然

環境保全

地域など 

考慮すべき 

区域・事項  
砂防指定地、

地すべり防止

区域、騒音そ

の他生活環境

への支障など 

考慮すべき 

区域・事項 
 
風致地区、自

然海浜保全

地区、世界遺

産の価値の

保護など 

 

 

左記以外の区域 

環境保

全の観

点より

除外 
 
レッドリ

スト掲載

種など 

社会的配

慮等の観

点より除

外 
 
文化財、防

衛施設な

ど 

（１） 

国の環境保全に

係る基準の設定 
 
全国共通で遵守すべ

き基準 

（２） 

県の環境保全に

係る基準の設定 
 
地域の自然的社会的

条件に応じた基準 

（３） 

市町村の促進区

域・地域の環境保

全のための取組

等の設定 

 

 

促進区域の候補となる 

区域 


